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お・知・ら・せ ＝お申し込み　　＝お問い合わせ 申 問 

お
知
ら
せ 

　
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の 

　
縦
覧
が
で
き
ま
す 

　
平
成
22
年
度
固
定
資
産
税
の
土
地
・
家

屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。 

期
間
　
４
月
１
日
〜
５
月
31
日 

　
　
　
　
　
　
　（
土
日
祝
祭
日
を
除
く
） 

時
間
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分 

場
所
　
税
務
課
、
各
庁
舎
総
合
窓
口
セ
ン

タ
ー 

対
象
　
市
内
に
所
在
す
る
土
地
、
家
屋
を

有
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
及
び

納
税
管
理
人
、
ま
た
は
そ
の
代
理
人 

必
要
な
物
　
印
鑑
、
本
人
と
確
認
で
き
る

も
の
、
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状 

　
　
税
務
課
資
産
税
班 

　
　
　
　
　
　
　
　 

�

62-

１
１
１
７ 

　
閉
店
の
お
知
ら
せ 

　
米
内
沢
病
院
の
売
店
は
、
平
成
22
年
３

月
31
日
に
閉
店
し
ま
し
た
。 

　
ご
利
用
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

　
　
公
立
米
内
沢
総
合
病
院
仁
風
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
�

72-

４
５
０
１ 

　
北
秋
田
市
公
の
施
設
に
係
る 

　
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
公
表 

指
定
管
理
施
設
名
称
　
▼
北
秋
田
市
国
民

宿
舎
森
吉
山
荘
（
北
秋
田
市
森
吉
字
湯
ノ

岱
14
番
地
）
▼
北
秋
田
市
ク
ウ
ィ
ン
ス
森

吉（
北
秋
田
市
小
又
字
堂
ノ
下
21
番
地
２
）

▼
北
秋
田
市
太
平
湖
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス（
北

秋
田
市
森
吉
字
桐
内
沢
外
30
国
有
林
１
０

１
２
林
班
イ
小
班
内
）
▼
北
秋
田
市
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
四
季
美
館
（
北
秋
田

市
阿
仁
前
田
字
大
道
上
３
番
地
１
）
▼
北

秋
田
市
打
当
温
泉
マ
タ
ギ
の
湯
（
北
秋
田

市
阿
仁
打
当
字
仙
北
渡
道
上
ミ
67
番
地
）

▼
北
秋
田
市
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
・
マ
タ

ギ
資
料
館
（
北
秋
田
市
阿
仁
打
当
字
仙
北

渡
道
上
ミ
66
番
地
１
）
▼
北
秋
田
市
農
業

者
健
康
管
理
施
設
（
北
秋
田
市
阿
仁
打
当

字
仙
北
渡
道
上
ミ
67
番
地
）
▼
北
秋
田
市

阿
仁
農
林
水
産
物
直
売
・
食
材
供
給
施
設

（
北
秋
田
市
阿
仁
比
立
内
字
家
ノ
後
８
番

地
１
外
）
▼
北
秋
田
市
阿
仁
熊
牧
場
（
北

秋
田
市
阿
仁
打
当
字
陣
場
１
番
地
39
）
▼

北
秋
田
市
遊
遊
ガ
ー
デ
ン
施
設
（
北
秋
田

市
阿
仁
中
村
字
打
当
内
１
番
地
外
） 

※
計
10
施
設 

指
定
管
理
者
　
マ
タ
ギ
の
里
観
光
開
発
株

式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
北
林
昭
男 

（
北

秋
田
市
阿
仁
打
当
字
仙
北
渡
道
上
ミ
67
番

地
） 

指
定
期
間
　
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
23
年
３
月
31
日
ま
で（
１
年
間
） 

審
査
経
過
　
▼
申
請
期
間
／
平
成
22
年
１

月
４
日
か
ら
平
成
22
年
１
月
14
日
ま
で
▼

選
定
委
員
会
／
平
成
22
年
１
月
18
日
▼
申

請
団
体
数
／
１
団
体
▼
選
定
結
果
／
指
定

管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と

認
定
　
　 

市
議
会
の
議
決
　
平
成
22
年
３
月
５
日 

　
　
商
工
観
光
課
観
光
振
興
班 

　
　
　
　
　
　
　
　
�

72-

５
２
４
３ 

問 平成22年度から後期高齢者医療の保険料率が変わります
　後期高齢者医療制度の保険料率は、２年ごとに改定されることになっており、平成22年度から保険料

率が変更されます。所得が一定以下の世帯の方に適用される保険料の軽減措置については、平成21年度

と同じ割合で継続されます。改定後の保険料率に基づく保険料額は、平成22年７月中旬頃みなさまに通

知する予定です。 

後期高齢者医療保険料の内訳

保険料額　＝　均等割額　＋　所得割額（所得×所得割率）
均等割額　→　県内の加入者全員に等しく納めていただく金額です 

所得割額　→　加入者本人の所得に応じて納めていただく金額です 

保険料額　＝　均等割額　＋　所得割額（所得×所得割率）

平成21年度まで 平成22年度から 

均等割額 

所得割率 

均等割額 

所得割率 

３８，４２６円 ３８，９２５円 

７.１２％ ７.１８％ 

●保険料率が変わります 

均等割額 
平成22年度から 

基礎控除額（330,000円） 

被保険者全員の年金収入80万円以下で、 
その他各所得がない 

世帯主及び被保険者の総所得金額等が下記の基
準を超えない世帯 

均等割額 
平成21年度まで 

均等割合 

５，８００円 ８.５割 ５，７００円 

基礎控除額（330,000円）＋245,000円×被保険者 
の数（世帯主である被保険者を除く） 

基礎控除額（330,000円）＋305,000円×被保険者 
の数 

後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶 
養者であった被保険者 

３，８００円 ９割 ３，８００円 

１９，４００円 ５割 １９，２００円 

３１，１００円 ２割 ３０，７００円 

３，８００円 ９割 ３，８００円 

●均等割額の軽減措置（軽減割合は変更ありません） 

被保険者本人の総所得金額等（基礎控除後） 

58万円以下（年金収入のみの場合は、153万円～211万円以下） 

●所得割額の軽減措置（軽減割合は変更ありません） 

５割 

軽減割合 

保険料の算定について

　２年ごとに改定される保険料率は、「秋田県後期高齢者医療広域連合」が決定しています。市町村

では、広域連合で決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書をみなさまに送付しています。 

　今回の保険料率改定では、医療費の増加等の要因により、みなさまに納めていただく保険料も引

き上げされることになりました。算定の経緯については広域連合のホームページで紹介しています。 

■広域連合ホームページ　→　http://www.akita-kouiki.jp/

秋田県後期高齢者医療広域連合　�０１８－８５３－７１５５ 

北秋田市総合窓口課国保年金班　�６２－１１１８　または各総合窓口センター 

問 

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
22
年
度
の
保
険
料
は 

１
万
５
１
０
０
円（
月
額
） 

　
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額
（
定
額
）

１
万
５
１
０
０
円
、付
加
保
険
料
は
月

額
４
０
０
円
で
す
。 

※
「
口
座
振
替
」や「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
」で
の
納
付
は
納
め
忘
れ
な
く
便
利

で
お
得
で
す
。 

学
生
納
付
特
例
制
度 

　
学
生
に
つ
い
て
は
、
所
得
が
少
な

く
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付

特
例
制
度
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

※
手
続
き
に
は
、
年
金
手
帳
と
学
生

証
ま
た
は
在
学
証
明
書
、
印
鑑
を
持

参
し
て
下
さ
い 

※
学
生
納
付
特
例
期
間
に
つ
い
て
は
、

10
年
以
内
（
例
え
ば
、
平
成
21
年
４
月

分
は
平
成
31
年
４
月
末
ま
で
）で
あ
れ

ば
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。 

ど
う
し
て
も
国
民
年
金
保
険 

料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
き 

　
経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免

除
制
度
」や「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。 

　
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず

保
険
料
が
未
納
の
状
態
で
、
万
一
、

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態

が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

※
手
続
き
は
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎

年
金
番
号
通
知
書
な
ど
年
金
番
号
が

わ
か
る
も
の
、
印
鑑
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い 

※
退
職
（
失
業
）
し
た
方
が
申
請
を
行

う
と
き
は
、
退
職
（
失
業
）
し
た
こ
と

を
確
認
で
き
る
書
類
と
し
て
雇
用
保

険
受
給
者
資
格
証
、
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
等
の
写
し
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い 

◎
平
成
21
年
度
の
学
生
納
付
特
例

の
受
付
は
、
平
成
22
年
４
月
末
日

で
す
。
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は

お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。 

　
　
総
合
窓
口
課
国
保
年
金
班 

　
　
　
　
　
　
　
　
�

62-

１
１
１
８ 

　
ま
た
は
各
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー 

問 

問 

問 


